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 第２４期 宝塚市農業委員会 令和４年第１回議事録 

 

１．日   時   令和４年（2022年）１月２０日（木）14時00分～15時10分 

 

２．場   所   宝塚市クリーンセンター ３階会議室 

 

３．農業委員定数  １３人 

 

４．出席委員  

    

１番 平塚 三郎       ７番 塚本 俊昭 

２番 今里 淺一       ８番 中西 惠子 

３番 阪上 勝弥       ９番 平井 公雄 

４番 山添 令子      １０番 林 五郎 

５番 中西 瞳       １１番 上田 健 

６番 阪上 秀一      １３番 篠木 秀夫 

 

５．欠席委員  

１２番 嶽 広行 

 

６．農地利用最適化推進委員定数  ５人 

 

７．出席農地利用最適化推進委員   

 １番阪上委員、２番辻井委員、３番東委員、４番福井委員、５番和田委員  

 

８．欠席農地利用最適化推進委員  なし 

 

９．事 務 局   

事務局長 藤田裕之、係長 木村晴彦 事務職員 鈴木恒、岡田優花里 

 

１０．議  題 

１ 議案第４９号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用  

集積計画決定の件 

２ 議案第５０号 都市農地の貸借の円滑化に関する法律第４条第１項の規定に  

よる事業計画認定の決定の件  

 

１ 報告第５９号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出の件  

２ 報告第６０号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出の件  

３ 報告第６１号 農地法第１８条第１項第２号の規定による届出の件  

４ 報告第６２号 相続税の納税猶予に関する引き続き農業経営を行っている旨の  
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証明の件の件 

 

令和４年 第１回宝塚市農業委員会 総会 

                         日時：令和４年１月２０日 

開会 午後１４時００分 

 

○林会長 第２４期宝塚市農業委員会令和４年第１回総会を開会します。 

 本日は１２番嶽委員が欠席ですが、第１回総会は成立しております。  

 本日の議事録署名人は、１番平塚委員と２番今里委員にお願いします。事務局長か

ら諸般の報告をお願いします。  

○事務局長 （諸般の報告） 

○林会長 報告は終わりました。何か御意見、質問等ありますか。無いようなので、

本日は、議案審議の前に、人・農地プラン策定に向けた切畑地区の取組状況について

和田農地利用最適化推進員より報告いただきます。和田委員、報告をお願いします。 

○和田委員 昨年２月から地域主導で取り組みを始めました。コロナの影響で、地域

全体の会議を開催できたのは２回だけですが、９月から中心メンバー６人で再開して

います。切畑地区は、農家数約６０戸で、５年後の農業の姿を地図に落とし込みなが

ら検討しています。実は、平成１８年度に各農家にアンケートをとっていますが、時

が経っていることもあり、もう一度アンケートを実施し、筆ごとの農地の利用希望を

取りまとめる予定です。アンケート結果をふまえた地図を作成し、地域の皆様に説明

したいと考えています。 

○林会長 西谷地域での人・農地プラン策定に向けての取り組みが具体的になってき

ていると思います。今後も進捗状況や動きがあれば、委員から報告をお願いします。

何か御意見、質問等ありますか。無いようなので、議案審議に移ります。  

 議案第４９号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集

積計画決定の件を議案といたします。事務局から説明をお願いします。  

○事務局 議案第４９号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用

地利用集積計画決定の件、別紙のとおり、宝塚市長から農業経営基盤強化促進法第１

８条第１項の規定により農用地利用集積計画について意見を求められましたので、御

審議願います。 

 場所は、長谷（地番）と（地番）、地目は田、地積は６１５㎡と１，３１９㎡です。

貸主は（住所）、（氏名）さん、借主は（住所）、（氏名）さん、中間管理機構を通

じた使用貸借契約で、期間は、令和４年２月１日から１０年間です。 

○林会長 地区担当の農業委員が欠席のため、事務局から報告をお願いします。  

○事務局 特に意見はないと伺っております。 

○林会長 何か意見、質問等ありますか。特にないようでしたら、本件について採決

いたします。農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計

画決定の件について、決定することに賛成の農業委員は挙手をお願いいたします。  

（挙手） 

○林会長 全員が賛成ですので、決定することといたします。  

 次に議案第５０号 都市農地の貸借の円滑化に関する法律第４条第１項の規定によ

る事業計画認定の決定の件を議題といたします。事務局から説明をお願いします。  



－4－ 

○事務局 議案第５０号 都市農地の貸借の円滑化に関する法律第４条第１項の規定

による事業計画認定の決定の件。別紙のとおり、宝塚市長から都市農地の貸借の円滑

化に関する法律第４条第１項の規定による事業計画認定について意見を求められまし

たので、御審議願います。  

 １件目、申請者、（住所）、（氏名）さんです。賃貸借の設定を受ける都市農地は、

山本南（地番）、地目は田、面積は１，１７０㎡、所有者は（住所）、（氏名）さん。

設定を受ける貸借権は使用貸借で、令和４年２月１日から令和５年１月３１日まで。

借り受けた農地は、冬場はほうれん草を作付けし、収穫物はスマイル阪神に出荷予定。

既に他地域でも農業体験の事業を展開しており、地元の住民やお子さんに向けて芋掘

りの体験農園として食育活動を行うとのこと。耕作の事業者に必要な農作業への従事

状況は、年間予定日数が２００日、権利取得後の面積は１，３６０㎡。大型機具は、

耕運機が１台あり、農作業に従事しようとする者は、（個人情報）。借り受ける農地

は、近隣住宅地に配慮した農薬の使用を適切に行い、地域の慣行栽培方法に沿って営

農を行うとのことです。以上の内容から、事業計画の認定は問題ないと考えます。 

 ２件目、申請者、（住所）、（氏名）さんです。貸借権の設定を受ける都市農地は、

山本丸橋（地番）、地目は田、面積１，０６２㎡。所有者は、（住所）、（氏名）さ

んです。令和４年２月１日から令和５年１月３１日までの使用貸借です。自身で営農

され、農作業への従事２００日を予定しています。事業内容は、１件目と同様です。

以上の内容から、事業計画の認定は問題ないと考えます。  

○林会長 それでは、地区担当の農業委員の意見を伺います。１件目、阪上勝弥委員。 

○阪上勝弥委員 特に問題はございません。  

○林会長 ２件目、阪上秀一委員。  

○阪上秀一委員 特にございません。 

○林会長 ほかに、何か意見、質問等ありますか。特にないようでしたら、本件につ

いて採決いたします。本件の事業計画認定の決定の件について賛成の方については挙

手をお願いいたします。 

（挙手） 

○林会長 全員が賛成ですので、本件の事業計画認定の件を決定といたします。続い

て、報告事項に移ります。報告第５９号 農地法第４条第１項第８号の規定による届

出の件を報告いたします。事務局から説明をお願いします。  

○事務局 報告第５９号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出の件。別紙の

とおり、農地法第４条第１項第８号の規定による届出があったもののうち、専決処分

したものについて報告します。  

 届出者、（住所）、（氏名）さん。持分４分の３。（住所）、（氏名）さん、持分

４分の１。所在地は口谷西（地番）、（地番）、地目はそれぞれ田、１２㎡と１１４

㎡。耕作者は（氏名）さん。転用目的は（地番）が通路用地、（地番）は公衆用道路

です。造成期間は受理日から９０日間。建設はございません。施設の概要は、盛土造

成後、アスファルト舗装の予定です。水利組合同意書が添付され、都市計画法２９条

案件ですが、令和４年１月６日に許可済です。 

○林会長 それでは、地区担当の農業委員の意見を伺います。  阪上秀一委員。 

○阪上秀一委員 問題なかったです。 

○林会長  ほかに、何か意見、質問等ありますか。無いようなので、報告第６０号 
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農地法第５条第１項第７号の規定による届出の件を報告いたします。事務局から説明

をお願いします。 

○事務局 報告第６０号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出の件。別紙の

とおり、農地法第５条第１項第７号の規定による届出があったもののうち、専決処分

したものについて報告します。  

 １件目、譲受人、（住所）、（氏名）さん。持分４分の３。譲渡人、（住所）、

（氏名）さん。持分４分の１。届出地は口谷西（地番）。地目は田、８４２㎡。耕作

者は（氏名）さんです。転用目的は長屋住宅用地。造成期間は受理書受領日から９０

日間。建設期間は造成完了から１５０日間。施設の概要は、鉄骨造２階建、１階が２

６０．１９㎡、２階が２７５．６２㎡です。権利の種類は所有権。水利組合同意書が

添付されていました。都市計画法第２９条案件ですが、令和４年１月６日に許可済で

す。 

 ２件目、届出者、（住所）、（氏名）さん。持分４分の１。譲渡人、（住所）、

（氏名）さん。持分４分の３。届出地、口谷西（地番）。地目は田、地積は３２０㎡。

耕作者は（氏名）さんです。転用目的は長屋住宅用地。造成期間は受理書受領日から

９０日間。建設期間は造成完了後１５０日間。施設の概要は鉄骨造２階建、１階が１

４３．１０㎡、２階が１５１．７２㎡。権利の種類は所有権。水利組合同意書が添付

されていました。都市計画法第２９条案件ですが、許可済です。   

 ３件目、譲受人、（住所）、（氏名）。譲渡人、（住所）、（氏名）さん。届出地、

安倉北（地番）、地目は畑、１８８㎡。転用目的は倉庫として利用。造成期間は令和

４年４月１日から９０日間。建設期間は令和４年４月１日から９０日間。施設の概要

は鉄骨造。約１００㎡。権利の種類は所有権。水利組合同意書が添付されています。

なお、土地所有者より昭和３０年から一部宅地として利用していたため、今後、農地

法を遵守する旨の始末書が添付されておりました。  

 ４件目、譲受人、（住所）、（氏名）さん・（氏名）さん。譲渡人、（住所）、

（氏名）さん。届出地、安倉南（地番）、（地番）。地目は、それぞれ田、２１３㎡

と４．８８㎡。耕作者は（氏名）さん。転用目的は戸建て専用住宅。造成期間は令和

４年２月１日から３０日間。建設期間は令和４年３月１５日から１４０日間。施設の

概要は木造２階建。１階９２．３３㎡、２階６５．５２㎡。権利の種類は使用貸借権

で、水利組合同意書が添付されています。  

○林会長 それでは、地区担当の農業委員の意見を伺います。１件目と２件目、阪上

秀一委員。 

○阪上秀一委員 問題ありません。 

○林会長 ３件目と４件目、塚本委員。  

○塚本俊昭委員  問題ないと思います。 

○林会長 ほかに、何か意見、質問等ありますか。無いようなので、続いて、報告第

６１号 農地法第１８条第１項第２号の規定による届出の件を報告いたします。事務

局から説明をお願いします。  

○事務局 報告第６１号 農地法第１８条第１項第２号の規定による届出の件。別紙

のとおり、農地法第１８条第１項第２号の規定による届出があり、農地法第１８条第

６項の規定による通知をしましたので報告します。  

 賃貸人、（住所）、（氏名）さん。賃借人、（住所）、（氏名）さん。賃貸借農地
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につきましては、平井（地番）。地目は田、６４２㎡。合意が成立した日、（個人情

報）。土地の引渡、（個人情報）。離作補償の条件としまして、金銭補償。その他と

しまして、相続があったため、このたび賃貸借の解約を申し出たということになりま

す。（個人情報）。 

○林会長 本件について、何か意見、質問等ありますか。  

 無いようなので、報告第６２号 相続税の納税猶予に関する引き続き農業経営を行

っている旨の証明の件を報告いたします。事務局から説明をお願いします。  

○事務局 報告第６２号 相続税の納税猶予に関する引き続き農業経営を行っている

旨の証明の件。別紙のとおり、租税特別措置法第７０条の６第１項の規定の適用を受

ける農地等に係る農業経営を引き続き行っていることを証明したので報告します。  

 １件目、（住所）、（氏名）さん。農業経営期間は平成３０年１０月１７日から令

和３年１２月７日。耕作面積は１，８３８㎡。納税猶予農地は安倉北（地番）ほか合

計２筆です。自作地合計１，８３８㎡。証明年月日は令和３年１２月７日。安倉北

（地番）・田・８６２㎡と（地番）・田・９７６㎡は、区画整理中の土地となってお

ります。 

 ２件目、（住所）、（氏名）さん。農業経営期間は平成３０年１２月１３日から令

和３年１２月９日。耕作面積は１筆で５３８㎡。納税猶予農地は口谷西（地番）。証

明年月日は令和３年１２月９日。畑として利用。  

 ３件目、（住所）、（氏名）さん。農業経営期間は平成３０年１２月１９日から令

和３年１２月１３日。耕作面積は合計４筆で７１６㎡。証明年月日は令和３年１２月

１３日。願出地は４筆あり、安倉南（地番）、（地番）、（地番）、（地番）、地目

は全て田、面積が２３９㎡、１５５㎡、６９㎡、２５３㎡。全て畑地として利用。  

 ４件目です。（住所）、（氏名）さん。農業経営期間は平成３０年１２月２０日か

ら令和３年１２月１３日。耕作面積は６筆合計で１，２５６．３４㎡。証明年月日は

令和３年１２月１３日。６筆全て地目は田、７９㎡、９０７㎡、１７６．２５㎡、１

０．９㎡、７３．５㎡。 

○林会長 何か意見、質問はありますか。無いようなので、以上で本日の議案２件、

報告４件について審議等は終了いたしました。これをもちまして、令和４年第１回総

会を閉会します。 

閉会 

  

以上、会議の内容を記載し、相違ないことを認証する  

 

１０番（会長）  林 五 郎 

 

１番     平 塚 三 郎 

  

２番     今 里 淺 一 

 

 


